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船舶事故調査報告書 

 

                            令和２年１２月９日      

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突（係船杭） 

発生日時 令和２年３月１２日 ２３時３２分ごろ 

発生場所 広島県広島港第３区 

 広島港広島ガス廿日市シーバース灯から真方位０６６°１.０海里

（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°２０.７′ 東経１３２°２１.４′） 

事故の概要 プレジャーボート翔
しょう

洋
よう

は、北進中、緩やかに左転しながら、係船

杭に衝突した。 

翔洋は、同乗者２人が負傷し、船首船底部外板に破口を生じた。 

事故調査の経過 令和２年４月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート 翔洋、７.９トン 

２７０－４９１５８広島、株式会社宮本組 

１１.１２ｍ（Lr）×３.３７ｍ×１.９３ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、３３０kＷ、令和元年６月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６３歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成２６年１月２０日 

免許証交付日 平成３１年１月１０日 

         （令和６年１月１９日まで有効） 

同乗者Ａ 男性 ５８歳 

 死傷者等 重傷 １人（同乗者Ａ）、軽傷 １人（同乗者Ｂ） 

 損傷 船首船底部外板に破口 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期 

 事故の経過 

 

 本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者Ａほか２人（以下「同乗者

Ｂ」及び「同乗者Ｃ」という。）を乗せ、釣りの目的で、令和２年３

月１２日１８時３０分ごろ広島湾内の釣り場に向け、広島港第３区の

マリーナを出航し、２３時００分ごろ広島県廿日市
は つ かい ち

市厳
いつく

島南西方沖

で釣りを終えて帰途についた。 

 本船は、ＧＰＳプロッターを作動させ、２３時３０分ごろ厳島北東
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方沖で、船長が、五日市岸壁と木材港北岸壁の間の水路の中央に向け

左舵を取り、約１５ノットの対地速力で手動操舵により北進した。 

本船は、２３時３２分ごろ、船長が、左舷側に腰を掛けていた同乗

者Ａの方を向いて会話をしながら航行を続けていたところ、廿日市木

材港第２号係船杭（以下「本件杭」という。）に衝突した。 

同乗者Ａは、衝撃により座席の前面の台に顔を打ち付け、同乗者Ｂ

は、座席から落ちて左足を強く打ち、それぞれ負傷した。 

 同乗者Ｃは、２３時３５分ごろ１１９番通報した。 

 消防局は、２３時４５分ごろ海上保安庁に通報した。 

本船は、桟橋まで自力で航行した。 

 同乗者Ａ及び同乗者Ｂは、救急車で廿日市市内の病院に搬送され、

同乗者Ａが顔面外傷、外傷性脳内血腫、眼窩
が ん か

骨折と、同乗者Ｂが左足

関節靱帯
じんたい

損傷、右下腿
か た い

挫創
ざ そ う

とそれぞれ診断された。 

 本船は、船長が要請した修理業者が、船首船底部の破口の防水措置

を取った後、修理工場に回航された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 本船、写真２ 本船の操縦

席 参照） 

 その他の事項  本船の乗船者は、本事故時、船長が操舵室右舷側の操縦席に、同乗

者Ａが操舵室左舷側の座席に、同乗者Ｃが同室左舷後部の座席にそれ

ぞれ腰を掛け、同乗者Ｂは同室右舷後部の座席に頭部を右舷後方に向

けて横になっていた。 
（図１ 乗船者位置図 参照） 

           図１ 乗船者位置図 
 
船長は、ふだんはＧＰＳプロッターの画面を見ながら航行していた

が、本事故時、同乗者Ａとの会話に夢中になっていて、同画面を見て

おらず、本件杭に接近していることに気付いていなかった。 
 船長は、同乗者Ａとの会話中、舵輪の右上を持って身体を左に向け

ていたので、無意識のうちに左に舵が切られて緩やかに左転しなが

ら、本船が本件杭に向けて接近していたかもしれないと本事故後に思

った。 
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 船長は、本事故時、視界も良く、夜間航行の経験も何度もある慣れ

た海域だったのでレーダーを作動させていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、北進中、船長が、同乗者との会話に夢中になった状態で、

舵が左に切られて緩やかに左転しながら航行を続けたことから、本件

杭に向かっていることに気付かず、本件杭に衝突したものと考えられ

る。 

 船長は、同乗者Ａと会話をしながら、舵輪の右上を持って身体を左

に向けていたことから、無意識のうちに左に舵が切られたものと考え

られる。 

原因  本事故は、夜間、本船が北進中、船長が、同乗者との会話に夢中に

なった状態で航行を続けたため、舵が左に切られて緩やかに左転しな

がら、本船が本件杭に向けて接近していることに気付かず、本件杭に

衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、操船中、同乗者との会話に夢中にならず、ＧＰＳプロッ

ターやレーダーを活用し、常時、適切な見張りを行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（令和２年３月１２日 

２３時３２分ごろ発生） 

広島県 

廿日市市 

厳島 

広島市 

呉市 

廿日市市

★広島港広島ガス廿日市シーバース灯 

広島はつかいち大橋 

ＧＰＳプロッターに入力

していた予定針路線 

係留地 

23:31 

23:30 

2000m 

本件杭 

 

五日市岸壁 
木材港北岸壁 

救急車到着場所 
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写真１ 本船 

 

 

 

 

 

写真２ 本船の操縦席

 

船首船底部の破口箇所 


